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学生支援に関する方針 
 

 学生一人ひとりが学修に専念し、充実した学生生活を送ることができるように環境を整

えて、建学の理念を基盤として人間的成長を促し、社会人としての自立に向けた支援を行

う。 

 

 

修学支援、生活支援、進路支援に関する方針 
 

【修学支援】 

 一人ひとりの学力や学習段階に応じた支援ができる体制の構築と奨学金制度の充実を図

り、大学における学修を側面から支援する。 

【生活支援】 

 指導教員を中心に関係部門および保証人等の連携を強化し、学生が生活全般にわたって

相談ができるよう組織的に支援する。 

【進路支援】 

 社会人としての自立に向けて、キャリア意識を醸成するための働きかけを初年次から行

い、学生が自ら進路を切り開く力を得られるよう支援する。 

 

 

障がい学生支援に関する方針 
 

入学前からの相談体制を強化し、社会人としての自立に向けて一人ひとりが必要と 

する支援を図る。 


